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はじめに  

 

 

保護者の皆様へ  

  

   ～子どもたちの健やかな成長を支えるために～  

 

 

 

 

 

 諫早市教育委員会では、お子さまが安心して学校生活を送ることができ

るよう就学相談を実施しております。就学相談の過程においては、保護者の

了承を得たうえで、在籍する幼稚園や保育所（園）、認定こども園等（以下、

「幼稚園等」という。）を訪問し、お子さまの活動の様子を参観したり、個

別の就学相談の際、小学校や特別支援学校に関する情報を提供したりしま

す。  

  

 この「就学相談のしおり」は、保護者の皆様の就学に向けた不安をやわら

げ、疑問にお応えするために作成いたしました。目を通していただくことに

より、就学相談の進め方や特別支援教育の現状についてご理解いただけるも

のと存じます。  

 

 諫早市教育委員会といたしましては、就学相談をお子さまの健やかな成長

を支えていくための一つのステップととらえておりますので、就学後も必要

に応じて相談をお受けいたします。どうぞ、保護者の皆様のご理解をお願い

申し上げます。  
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１ 何のために就学相談をするのですか？  

 

 子どもたちの教育的ニーズは一人一人異なります。子どもたちの健やかな

成長を支えるためには、これらのニーズを十分に把握し、適切な教育的支援

をすることが大変重要です。そのためには、保護者からお子さまの生育歴を

お聞きしたり、幼稚園等での生活や活動の様子を観察したり、発達検査や診

断など専門医から資料をいただいたりして、お子さまの教育的ニーズをでき

るだけ正確に把握することが必要になってきます。  

 また、就学相談をとおして、就学前にお子さまの必要な支援や学習環境を

把握することができれば、スロープや手すりの設置、トイレの改修など、早

期に学校の支援体制を整えやすくなります。昨今では、「ネットワークで子

どもたちを支えよう」という観点からも、障害のある子どもたちへの教育的

支援にあたっては、学校と保護者だけでなく、医療機関、福祉機関、幼稚園

等の連携や協力が大切です。就学相談をこのネットワーク窓口の一つとして

活用していただければ幸いです。  

 

 

２ 就学相談ではどんな内容を話し合いますか？  

 

 就学相談では、お子さまの実態を把握するために、具体的に、次のような

質問をさせていただいています。  

 

（１） これまでの様子について  

・１歳６か月児健診や３歳児健診、５歳児巡回相談の折に心配なことはあ

りませんでしたか？また、その際医療等専門機関に相談されましたか？  

・大きな病気や手術等をしたことはありませんか？  

・医療機関での主治医の見立てや、検査結果はいかがでしたか？  

・療育機関での指導の経過はいかがでしたか？                                         

など  

 

（２） 家庭や幼稚園等での生活について  

・衣服の着脱や食事、排泄などの基本的な生活習慣は身についていますか？  

・大人や友達との関わりや遊びの様子はいかがですか？  

・幼稚園等での行事や集団活動の様子はいかがですか？  

・家庭で苦労なさっているところや気になることはありませんか？                              

など  

 

（３） 現段階での希望する就学先について  

・就学を希望する学校や学級が具体的にありますか？  

・就学にあたり学校に配慮や支援してほしいことはありませんか？  

・就学までに見学を希望する学校や学級はありますか？                                          

など 
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  ＜ポイント１＞ 就学相談に備え、準備しておくことは？  

  

・相談員に話しておきたいことや伝えておきたいこと等はメモにまとめ

ておくと、当日、言い忘れることがありません。  

・通院している病院名や主治医の名前、通所している療育機関、幼稚園

等への通園期間なども事前に確認をお願いします。  

・母子健康手帳や身体障害者手帳、療育手帳、診断書、検査の結果等の

情報提供書などをお持ちの場合は、ご持参いただくとより具体的な相

談ができます。  

 

３ どんな学校・学級がありますか？  

  

 障害のある子どもたちが、実際に就学している学校や学級について説明い

たします。  

 

（１） 小学校（通常の学級）  

・小学校１年生の１学級定員数は、３０人です（県の基準）。  

・学校によっては、ティーム・ティーチングによる指導や特別支援教育補助

員の配置による支援が行われています。 

・通常の学級に在籍する障害のある子どもについても、一人一人の実態に応

じて、指導内容や指導方法の工夫に努めています。  

 

（２） 小学校（通級指導教室）  

・言語障害、LD･ADHD、情緒障害等があり、通常の学級での学習に概ね 

 参加できる児童が対象です。  

・地域の小学校に在籍しながら、週に１回程度の割合で通級指導教室の設置

校で個別、または、小集団による指導を受けるシステムです。  

・ 通 級 す る 時 間 帯 に よ っ て は 、 在 籍 校 で の 授 業 が 一 部 受 け ら れ な い 場 合   

がありますが、欠席扱いにはなりません。 

・他 校 の 通 級 指 導 教 室 を 受 け る 場 合 、学 校 と の 往 復 で は 保 護 者 に よ る

送 迎 が 必 要 で す 。  

【通級指導教室設置校】  

 ＜言語障害＞ 諫早小学校 ＜情緒障害＞ 北諫早小学校 

＜LD・ADHD＞ 上山小学校・西諫早小学校  

 の４校に設置されています。  

 

（３） 小学校（特別支援学級）  

・知的障害、自閉症・情緒障害、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱・

身体虚弱の児童が対象です。  

・ 少 人 数 学 級 の 中 で 個 別 の 指 導 計 画 に 基 づ い て 指 導 及 び 支 援 が 受 け ら れ   

ます。（細やかな支援が受けられます。）  

・１学級の定数は最大８人で、９人以上になると、２学級になります。  

・ お 子 さ ま の 実 態 に 応 じ て 、 通 常 の 学 級 と の 交 流 及 び 共 同 学 習 を 実 施 し   

ます。 
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・市内の小学校には、次のような特別支援学級を設置しています。  

  知的障害特別支援学級 ２４校 自閉症・情緒障害特別支援学級２５校 

  肢体不自由特別支援学級 ３校 難聴特別支援学級 ３校 

 言語障害特別支援学級 ０校  弱視特別支援学級１校   

病弱・身体虚弱特別支援学級 ２校  

 

※ ど の 障 害 種 の 学 級 で 学 ぶ か は 、 医 師 に よ る 診 断 の 有 無 、 各 種 発  

達 検 査 の 結 果 、 幼 稚 園 等 及 び 療 育 施 設 で の 活 動 の 様 子 、 学 校 見 学

時 の 様 子 等 、 お 子 さ ま の 実 態 や 教 育 的 ニ ー ズ を 客 観 的 ・ 総 合 的 に

把 握 し 、 諫 早 市 教 育 支 援 委 員 会 で 審 議 し 決 定 い た し ま す 。  

詳しくは、特別支援学級等一覧（資料２:p1３～1４）をご覧下さい。  

 

 ＜ポイント２＞ 校区の小学校に特別支援学級がない場合は？  

  

 ・原則として校区の小学校に通います。校区に特別支援学級がない場合

は、新たに特別支援学級を設置できますが、自宅から近い特別支援学

級のある小学校に通っていただくこともできます。（就学校変更）こ

の場合、特別支援教育就学奨励費（ポイント５参照）を受けることが

できます。  

 ・校区の学校に希望する特別支援学級が設置されていない場合は、担当

職員にご相談ください。  

 ・特別支援学級は、在籍児童がいない場合は休級になりますが、復級に

当たっては、１人でも入級希望者があれば、次年度から特別支援学級

を設置することが可能です。  

 

※ 就 学 校 変 更：就 学 校 区 以 外 の 学 校 へ の 就 学 に つ い て は 諫 早 市 教 育 委 員 会 学 校 教  

育 課 に 連 絡 や 問 い 合 わ せ を お 願 い し ま す 。 （ ℡ ０ ９ ５ ７ -２ ２ -１ ５ ０ ０ ）  

 

（４） 特別支援学校  

・１学級の定数は６人で、７人以上になると、２学級になります。また、重

複障害（知的障害と肢体不自由を併せ有する場合など）児童の場合、定員

は３人です。児童の障害や実態に応じた専門的な指導及び支援が可能で

す。  

・施設設備が充実しており、特別支援教育の専門的な知識を有した教員が  

配置されています。  

・幼稚部（盲・ろう）・小学部・中学部・高等部がありますので、１２～１

５年間の長期的な視点に立って一貫した教育が受けられます。（高等部は

入学者選考検査を実施）  

・通学が困難な子どもたちのために、教員が家庭や施設等を訪問して授業を

行う 訪問教育が実施されている学校があります。また、病弱特別支援学

校では、病室に教員が出向いての授業（ベッドサイド授業）が行われてい

ます。  

・諫早市内には、県立諫早特別支援学校（肢体不自由：小・中・高）、県

立諫早東特別支援学校（肢体不自由・病弱：小・中）、県立希望が丘高

等特別支援学校（知的障害：高）があります。 
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・その他、大村市に県立虹の原特別支援学校（知的障害：小・中・高）、

県立大村特別支援学校（病弱：小・中）、ろう学校（聴覚障害：幼・小

・中・高）、川棚町に県立川棚特別支援学校（知的障害：小・中・高）

桜が丘特別支援学校（病弱・肢体不自由：小・中・高）があります。 

 

  

＜ポイント３＞ 「就学猶予」を希望する場合は？  

  

 ・病弱、発育不全、その他やむを得ない事由で就学が困難と認められる

場合には、就学が猶予されますが、児童の教育を受ける権利との関係

から慎重に対応しています。その際には以下のような条件を満たす必

要があります。いずれの場合も医師の診断書が必要です。  

①極低出生体重児のうち、本来の出産であれば、次年度就学になる予

定の児童であり、発育不完全な場合。 

②病弱幼児・児童で教育よりも医療措置を優先する必要がある場合。  

 

 

 

 ＜ポイント４＞ 特別支援学校への就学対象児とは？  

  

 ・平成２５年８月、学校教育法施行令が改正されました。  

 ・障害がある就学予定の子どものうち、第２２条３（資料１）に該当す

る子どもについては、諫早市教育委員会が、その子どもの障害の状態

、教育上必要な支援の内容、地域の小学校における教育の体制・整備

の状況、その他の事情について十分考慮し、長崎県が設置する特別支

援学校に就学させることが適切であると認める子どもが特別支援学校

への就学対象となります。「手厚い支援が受けられるから」という理

由で、誰もが特別支援学校に就学できるわけではありません。幼稚園

等での生活や医療機関等からの情報をもとに、保護者と市教委が十分

に話し合い、特別支援学校で教育を受けることがお子さまにとって適

切かどうか判断することが大切です。  

 

 

４ 就学先を選ぶうえで考えておくことは何ですか？  

  

お子さまにとって、どのような支援や環境が必要か、以下の点について、

ご家族で十分にご検討ください。  

 

（１） 学級人数（教員１人当たりの子どもの数）や適切な教室環境  

・小学校１年生における通常の学級の定員は３０人、特別支援学級は８人、   

特別支援学校では６人または３人（重複障害）となっています。  

・ 多 人 数 で も 何 と か 適 応 で き る 子 ど も た ち も い れ ば 、 広 い 教 室 や 多 人 数   

の中では、適応が困難な子どもたちもいます。  
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（２） 指導内容や個に応じた指導はどうか。  

・通常の学級では、基本的には、集団における一斉指導が中心です。また、

指導内容も、検定教科書を使って当該学年の教育課程（カリキュラム）に

従って授業が進められていきます。  

・特別支援学級では、一人一人の実態に応じて個別の指導計画を作成するこ

とができます。国語や算数の教科指導だけでなく、障害の改善・克服をめ

ざした自立活動の指導も取り入れながら指導内容を計画します。 

 

 

（３） 特別支援学校の教育  

・特別支援学校は（幼）小・中・高まで連続性のある教育を行っています。

学校の教育目標に向かって、全ての学部が連携して指導や支援に当たって

います。（幼稚部→）小学部→中学部→高等部と個々の実態に応じた指導

が引き継がれますので、指導に一貫性があります。  

・特別支援学校の場所によっては、遠距離になる学校もありますので、スク

ールバスや公共交通機関を利用したり、自家用車で送迎したりして通学す

ることになります。  

・ 特 別 支 援 学 校 の 中 に は 、 医 療 機 関 が 隣 接 さ れ て い る と こ ろ も あ り ま す   

（諫早東特別支援学校）。  

・遠距離で通学が困難な児童生徒のために寄宿舎を設置している特別支援

学校もあります。（盲学校、ろう学校、諫早特別支援学校、虹の原特別支

援学校、大村特別支援学校） 

 

 

 ＜ポイント５＞ 特別支援教育就学奨励費について  

  

・特別支援学級や特別支援学校に就学する場合には、就学奨励費が適用さ 

れます。これは、学用品や通学用品、入学時の準備品、校外活動や修学 

旅行などの費用を援助するもので、保護者の所得に応じて支給されます。 

手続きについては、入学後に学校から説明があります。入学に向けて購 

入した準備品については、領収書またはレシートを保管しておかれるよ 

うお勧めします。 

 

※諫早市で就学援助を受けている場合は、同時に受給できません。  
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＜ポイント6＞ 実際に学校・学級見学をしてから就学先を決めましょう！  

  

 ・校内外の環境や学校生活の様子はどうなのか、また、指導方針や学校の

雰囲気なども就学先を選ぶ際の大事な要素です。実際に授業や生活の様

子を参観したり学校又は教員の説明を聞いてみたりしてはいかがでしょ

うか。  

 ・市立小・中学校の学校見学については、直接学校に連絡をして日程の調

整をお願いします。また、特別支援学校については、学校公開日（オー

プンスクール等）が設けられていますので、ホームページや学校に直接

お申し込みください。なお、状況に応じて個別に見学を申し込むことも

可能です。  

 

 

 ＜ポイント7＞ 学びの場は、お子さまの成長に応じて変更できます！  

  

・就学時に決定した「学びの場」は、固定ではなく、お子さまの学習や

発達の様子、集団適応の状況等について、保護者、学校、教育委員会

、医療・療育機関等で検討し、必要に応じて柔軟に転学・措置変更す

ることができます。例えば、特別支援学校に就学したお子さまが、特

別支援学級でも十分に生活できるほど成長し、校区の小学校に転学し

たケース、特別支援学級で適切な指導・支援を受け、コミュニケーシ

ョン能力が高まり、当該学年の学習内容が習得できるようになったた

め通常の学級に措置変更をしたケースもあります。 

・通級指導教室は年度の途中でも入級できるようになっています。  
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５ 就学相談の流れは、どうなっていますか？  

 

 

５月 幼稚園・保育所（園）・認定こども園訪問  

     

   市教育委員会の就学相談担当者が、幼稚園等の先生方から効果的

な支援方法や、指導にあたり配慮されていることなどについて、

お話を伺います。  

 

６月～１０月 就学相談（個別相談１回目）  

     

   

   

   

   

   

就学相談を受けたいと希望される保護者の方は、諫早市電子申請

サービスよりお申し込みください。就学相談は、随時受け付けて

います。第１回目の相談では、主にお子さまの生育歴や、医療・

療育などについて話を伺います。また、その時点での保護者の願

いや学びの場の希望もお聞きします。  

     

６月～学校・学級見学  

     

   

   

   

   

   

   

   

校区や就学を希望する小学校、特別支援学校の授業や生活の様子

を見学したり、教員と会って話をしたりすることで学校の指導方

針や教室の雰囲気を感じ取ったりすることも就学先を選ぶ際の大

切な要素です。また、学校までの距離や登下校にかかる時間など

具体的なことも尋ねてみるとよいでしょう。学校・学級見学は随

時受け付けておりますが、早い時期に見学することをお勧めしま

す。 

担当者からも見学の意向をお伝えしますが、見学したい学校(教頭) 

に直接電話連絡をして、日程調整をしてください。  

 

８月～１２月 就学相談（個別相談２回目以降）  

     

 

 

   

   

   

   

   

   

２回目以降は、具体的な就学先や就学後の支援や配慮事項等につ

いて、具体的に相談を進めていきます。          

次年度からの教員配置や施設等の改修など準備期間を考慮し、県

教育委員会に報告しなければなりませんので、１１月中旬までに

は就学先についての最終的な意向確認を伝えてください。  

就学相談と併せて、必要な場合は、幼稚園等の参観をさせていた

だくことがあります。  

1０月 就学時健康診断（校区の学校にて）  

 

   

   

   

   

校区の小学校等で、来年度就学予定の全幼児を対象に就学時健康

診断を実施いたします。期日については、後日、市教育委員会か

ら通知いたします。就学時健康診断は、医師による健康診断を受

ける機会であると同時に、お子さまの実態を直接学校に知っても
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らう良い機会ですので、必ず受診ください。 

また、当日は就学相談員との個別の教育相談が可能です。適切な

指導・支援を行うためには、お子さまの実態や特性を学校に理解

してもらうことが重要ですので積極的に教育相談を希望してくだ

さい。  

校区の学校で健康診断が受けられない場合は、近隣の学校等で受

診できます。都合がつかない保護者の方は、早めに諫早市教育委

員会学校教育課まで変更を希望される日程や場所をお知らせくだ

さい。  

 

５月～１２月 教育支援委員会（年５回開催）  

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

市教育委員会の審議機関です。学識経験者、医師、福祉関係者、  

教員等で構成されています。お子さまの就学先や就学後の支援や

配慮事項などについてそれぞれの専門の立場から意見を伺います

。最終的な就学先については、この教育支援委員会の意見と保護

者の希望を踏まえ、合意形成を図りながら市教育委員会で決定す

ることになります。  

なお、平成１４年９月から、法令により各市町村は障害のある児

童生徒の就学にあたり、専門家の意見を聴くことが義務付けられ

ています。  

 

１月末日から２月上旬ごろまでに 就学通知の発送  

     

   

   

   

市立の小学校へ就学する場合は、市教育委員会から「入学通知書

」を郵送によりお届けします。  

特別支援学校へ就学する場合は、県教育委員会の「就学通知書」

を諫早市教育委員会から郵送によりお届けします。  

 

２月 学校説明会    

    

各 学 校 で 日 程 を 定 め て 保 護 者 に 郵 送 で お 知 ら せ い た し ま す 。  

詳 し く は 直 接 学 校 に お 尋 ね く だ さ い 。 な お 、 校 区 と 異 な る 学  

校 の 説 明 会 に 参 加 を 希 望 さ れ る 場 合 や 、 就 学 先 変 更 を 予 定 さ  

れ て い る 方 も 、 該 当 の 学 校 に 直 接 ご 相 談 、 ご 連 絡 く だ さ い 。  
 

４月 就学  

   

   

   

 

入学式への参加や就学後の具体的な指導・支援について不安があ  

る場合は、事前に学校と話し合われておくことをお勧めします。  
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資 料 

 
（ １ ）  障 害 の 程 度 と 教 育 措 置  （ 資 料 １ ）  

 

 

 

（ ２ ）  令 和 8 年 度 諫 早 市 立 小 学 校  特 別 支 援 学 級 等 一 覧  

（ 資 料 ２ ）  
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障害の程度と教育措置 (資料１)学校教育法施行令 第２２条の３  

                           ２５文科初第７５６号より 

 

＜視覚障害＞  

  

特別支援学校  

 （視覚障害）

  

 

両眼の視力がおおむね０．３未満のもの又は視力以外の視機能障

害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、

図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの 

 

   

弱視  

  特別支援学級  

 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識

が困難な程度のもの 

 

 

通級による指導※   

（弱視）  

 

 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識

が困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、

一部特別な指導を必要とするもの  

 

 

＜聴覚障害＞  

 

 特別支援学校  

 （聴覚障害）  

 

 

両耳の聴力レベルが概ね６０デシベル以上のもののうち、補聴器

等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく

困難な程度のもの 

 

 

 難聴  

 特別支援学級  

 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度

のもの 

 

 

通級指導教室※ 

（難聴）  

 

 

 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度

の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指

導を必要とするもの  

 

 

＜知的障害＞  

 

 特別支援学校  

 （知的障害）  

 

        

 

 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活

  を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの  

 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しない者のう

  ち、社会生活への適応が著しく困難なもの 

 

 

 知的障害  

 特別支援学級  

 

 

 

知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日

常生活を営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難で

ある程度のもの  
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＜肢体不自由＞  

 

 特別支援学校  

（肢体不自由）  

 

 

 

 一 肢体不自由の状態が補装具によっても歩行、筆記等日常生活

  における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの  

 二 肢体不自由の状況が前号に掲げる程度に達しないもののうち  

    常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの 

 

 

肢体不自由  

特別支援学級  

 

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に  

軽度の困難がある程度のもの 

 

 

通級による指導 ※ 

（肢体不自由）  

 

 

肢体不自由の程度が、通常の学級での学習におおむね参加でき、  

一部特別な指導を必要とする程度のもの  

 

 

＜病弱・身体虚弱＞  

 

 特別支援学校  

 （病弱）  

 

 

 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他

  の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度の

  もの  

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの 

 

 

病弱・身体虚弱  

特別支援学級  

            

 

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療

  又は生活の管理を必要とする程度のもの  

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

 

 

通級による指導 ※  

（病弱・身体虚弱）  

 

 

病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習におおむね参加

でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの  

 

 

＜言語障害＞  

 

 言語障害   ※ 

 特別支援学級  

 

 

 

 

口蓋裂、構音器官のまひ等、器質的又は機能的な構音障害のある

もの、 吃音等話し言葉におけるリズムの障害のあるもの、話す、

聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあるもの、その他こ

れに準じるもの（これらの障害が主として他の障害に起因するも

のではないものに限る。）で、その程度が著しいもの 

 

通級による指導  

（言語障害）  

 

 

 

口蓋裂、構音器官のまひ等、器質的又は機能的な構音障害のある

もの、 吃音等話し言葉におけるリズムの障害のあるもの、話す、

聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがあるもの、その他こ

れに準じるもの（これらの障害が主として他の障害に起因するも

のではないものに限る。）で、通常の学級での学習におおむね参

加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの  
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＜自閉症・情緒障害＞  

  

自閉症・情緒障害  

 特別支援学級  

 

 

一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関

  係の形成が困難である程度のもの  

二 主として心理的な要因による選択制かん黙等があるもので、社

  会生活への適応が困難である程度のもの 

 

 

通級による指導※  

（ 自 閉 症 ）  

 

自閉症又はそれに類する者で、通常の学級での学習におおむね参

加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 

 

通級による指導  

（情緒障害）  

 

 

主として心理的な要因による選択制かん黙等があるもので、通常

の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

 

 

＜ＬＤ・ＡＤＨＤ＞  

 

通級による指導  

（LD）  

 

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計

算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい

困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの 

 

 

通級による指導  

（ADHD）  

 

 

年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認め

られ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特

別な指導を必要とする程度のもの 

 

 

◎※印がついている学級・教室は、現在諫早市には設置されていません。  

◎ 視 力 の 測 定 は 、 万 国 式 試 視 力 表 に よ る も の と し 、 屈 折 異 常 が あ る も の に つ い   

ては、矯正視力によって測定する。  

◎聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。  
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令和８年度 諫早市立小学校  特別支援学級等一覧（資料２）  
 R8.4.1 現在 

学校名 種別 在籍数 所在地 電話番号 

 諫早小 

 知的 ３  

 諫早市仲沖町457－4 ２２－０４９９ 

 情緒（２学級）

  
１ １  

 病弱・身体虚弱  １  

 通級指導教室（言語） ２ １  

 

 北諫早小 

 

 知的（２学級） １ ０   

 諫早市金谷町1－1 

 

 

２２－２２１３ 

 

情緒（３学級） １ ８  

通級指導教室（情緒） １ ５  

 小野小 
 知的 ４  

 諫早市宗方町365 ２２－０４９７ 
 情緒 ６  

 有喜小 
 知 的  ３  

 諫早市有喜町800 ２８－２００４ 
情 緒  ３ 

 真津山小 

知 的  ７  

 諫早市貝津町715－2 ２６－１４７３ 
 情緒（３学級） ２ ０  

肢 体 不 自 由  １  

難 聴  １  

 本野小 
 知的 ３  

 諫早市本野町94 ２５－９３３０ 
情 緒  １  

 長田小 
 知的 ５  

 諫早市西里町800 ２３－９０１０ 
 情緒  ３ 

 上諫早小 

 知的 １  

 諫早市本明町99－2 ２６－０４６７ 
 情緒 ５  

肢体不自由 １  

 弱視 １  

 小栗小 

 知的 ７  

 諫早市小川町９ ２２－０５４１  情緒（２学級） １ ３  

 肢体不自由 １  

 真崎小 
 知的 ２  

 諫早市白岩町３－1 ２６－１２０２ 
 情緒 ３  

 みはる台小 
 知的 ５  

 諫早市平山町200 ２２－０９５５ 
情緒 ４ 

 御館山小 

 知的（２学級） １ ０  

 諫早市西栄田町1250－4 ２６－１１２９ 情緒（３学級）  １ ７  

難聴  １ 

 上山小 

 知的 ５   

 諫早市西小路町1031－1 

 

 

２２－０２１１ 

 

 情緒（２学級） １ ０  

通 級 指 導 教 室 （ Ｌ Ｄ ・ ADHD）  １ ２  

 西諫早小 

知的（２学級） ９  

 諫早市馬渡町3 ２６－６９２３ 情緒（３学級） １９ 

通 級 指 導 教 室 （ Ｌ Ｄ ・ ADHD） １５ 

  

真城小 

 

 

 知的 １  

 諫早市真崎町1037－3 ２６－８７００ 

 情緒（２学級） １ ３  
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 喜々津小 

 知的 ６   

 諫早市多良見町中里27 

 

 

４３－００１８ 

 
 情緒（２学級） １ １  

 喜々津東小 

 知的 ８  

 諫早市多良見町シーサイド1－286 ４３－４３４３ 
情緒（２学級） １ １  

 大草小 
知的 １  

 諫早市多良見町野副59 ４３－１２３１ 
情 緒  ２  

 伊木力小 
 知的 ０  

 諫早市多良見町舟津1107－1 ４４－１０２２ 
情 緒  ０  

 森山西小 
 知的 ３  

 諫早市森山町下井牟田473－1 ３５－２２４４ 
 情緒 ４  

 森山東小 
 知的 ６  

 諫早市森山町杉谷2343 ３６－１００６ 
 情緒 ３  

 飯盛西小 
知 的  ０  

 諫早市飯盛町里６２０ ４９－１０１１ 
情 緒  ４  

 飯盛東小 
 知的 ５  

 諫早市飯盛町中山６５３ ４８－００１２ 
 情緒（２学級） １ ２  

 高来西小 
 知的 ３  

 諫早市高来町峰50－1 ３２－２１３４ 
 情緒（２学級） １ ０  

 湯江小 

 知的 ３   

 諫早市高来町三部壱553 

 

３２－２４２７  情緒（２学級） １ ５  

病弱・身体虚弱 １    

  

小長井小 

 知的 ４    

諫早市小長井町小川原浦958 

 

３４－２００２  情緒 ３  

 難聴 １    

 

 

 

 

 

 

 


